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令和８年度球磨地区堤防等周辺美化（前期）委託
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随 意 契 約 理 由 書 

 

１．契約団体名：球磨村 

２．業務の名称：令和８年度球磨地区堤防等周辺美化（前期）委託 

３．契約理由 

本作業は、球磨村を流れる球磨川直轄管理区間において、堤防の保全、円滑

な河川巡視の実現、良好な河川環境の保持等を目的とした堤防除草を実施する

ものである。 

球磨川の本作業区間の多くは、昔から沿川住民の生活と本河川とが密接に、

深く関わり合ってきた地域であり、現在でも住民の河川への関心は高く、日頃

より定期的に河川清掃を実施するなど、河川愛護、美化思想の普及した、洪水

等に対する防災意識も高い地域である。引き続き堤防除草を中心とした清掃等

の河川管理の一部作業を委託することで、実作業を行う沿川流域住民の河川に

対する関心や洪水等に対する防災意識、それに河川愛護、美化思想の維持を図

り、地域と一体となった河川管理の実現に寄与するものである。 

契約内容については、事前に相手方と協議し同意を得ているところであり、

河川法第９９条の規程を根拠法令とし、本業務を球磨村に委託するものである。 

契約にあたっては、沿川地域を相手方にする必要があることから、競争性の

ない随意契約によらざるを得ず、会計法第２９条の３第４項、並びに予決令第

１０２条の４第３号の規定に基づき、随意契約を締結するものである。 

 

 

八代河川国道事務所 

河川管理課長  

 

 

 


